茨
事業者の運営・給付費の検査体制について
【   県 　】・・事業者への指導，監査の実施
○　事業者の人員基準・設備・運営基準
・利用者に応じた人員を満たしているかどうか。
・運営規定に定めるとおり事業を運営しているか。
・苦情・虐待・身体拘束について適切な対応をしているかどうか。
※　事業者（法人・事業所）への定期的な検査

○　不正請求等悪質かつ重大な違反のおそれのあるものに対する検査

※　市町村からの報告・関係者からの通報等に基づき実施　
【市町村】・・給付費の支払審査及び検査の実施
○　給付費の支払い審査

・個別支援計画に基づくサービスに係る請求が適正であるかどうか。
　※　事業者から提出される個別支援計画の妥当性の確認

※　個別支援計画・サービス提供実績・請求明細を突合（審査）
○　事業所に対する指導等
・給付費の対象となるサービスを適切に行っているかどうか。　　　　　　　　　　※　事業所への指導・監査（県への報告）
【事業者】・・自主点検の実施
○　事業所の人員・設備・運営基準に基づく運営
・個別支援計画の作成・管理（市町村へ写し提出）
・専従の従業者がその他の業務を行っていないか等職員の適正配置
○　報酬告示に基づく介護・訓練等給付費の請求

・給付費や加算の算定が適切かどうか

・個別支援計画・サービス提供実績記録票・実績確認表等関係書類の整備

○　従業者（支援員・ヘルパー）への資質向上のための研修等の実施
